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シルバー人材センターへの支援を求める意見書の提出について 

 

シルバー人材センターへの支援を求める意見書を別紙のとおり提出するもの

とする。 
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提案理由 

誰もが生涯現役で活躍できる社会の実現が求められている中で、シルバー人

材センター（以下「センター」という。）の果たす役割は一層重要となっている

が、令和５年１０月に導入される「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」

の適用により、収支相償が原則であるセンターの事業運営が困難となる可能性

がある。 

このため、センターの会員への配分金については、インボイス制度の適用除

外とする等の措置を講じることについて、国に意見書を提出するものでありま

す。 

 

 

 

 

 

 



 

シルバー人材センターへの支援を求める意見書 

 

人口減少、少子高齢化が急速に進行する我が国において、総人口（令和４年

３月１日現在）は、前年同月に比べ約６５万人減少している一方、６５歳以上

の高齢者人口は約３，６２６万人と前年同月に比べ約２万人の減少にとどまっ

ているものの、総人口に占める６５歳以上の高齢者の割合（以下「高齢化率」

という。）は２８．９％に達している。国立社会保障・人口問題研究所が平成

２９年に公表した「日本の将来推計人口」によれば、高齢化率は令和１８年に

３３．３％、令和４７年には３８．４％に達し、国民の約２．６人に１人が   

６５歳以上の高齢者となる社会が到来すると推計されている。  

そうした中、シルバー人材センターは、人生１００年時代を見据え、地域の

高齢者が就業を通じて地域社会に貢献し、高齢者の社会参加、生きがいや居場

所づくり、健康の維持増進、ひいては地域社会の活性化、並びに医療費及び介

護費用の削減などに貢献できるよう努めている。  

一昨年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大という未曽有の事態に見

舞われ、雇用情勢をはじめ社会経済活動は大きな影響を受けたが、シルバー人

材センターにおいても会員数や契約金額が減少するなどの影響が出ているこ

とに加え、令和４年に入り、新型コロナウイルスの変異株の一つであるオミク

ロン株の影響により全国の新規感染者数は急増しており、引き続き新型コロナ

ウイルス感染症の状況を注視しながら事業展開を図っている。  

しかし、令和５年１０月に導入予定の「適格請求書等保存方式（インボイス

制度）」により、シルバー人材センターは会員に支払う配分金に含まれる消費税

相当額を新たに負担し、納税する必要が生じるが、シルバー人材センターは公

益社団法人であり、「収支相償」の原則から新たな税負担に対する財源はない。

また、報酬よりも社会参加・健康維持に重きをおいた「いきがい就業」をして

いる会員に対して、インボイス制度をそのまま適用することは、高齢者のやる

気、生きがいを削ぎ、ひいては地域社会の活力低下をもたらすものと懸念され

る。 

よって、インボイス制度の導入がシルバー人材センター事業に及ぼす影響は

極めて大きく、当該制度の導入後も安定的な事業運営が可能となるよう、国に

おいては、次の事項について特段の措置を講じられるよう要望するものである。 

 

１ 免税事業者である会員との取引について消費税に係る仕入税額控除を行う



 

ことができなくなることは、シルバー人材センターにとって新たな税負担が

生じることであり、運営上の死活問題であり、存続の危機である。よって、

シルバー人材センターの会員への配分金については、インボイス制度の適用

除外とする等の措置を講じること 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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